
五和支所、各地区コミュニティセンター

五和町版

※市役所本庁、各支所、本渡地区公民館（複合施設こ
こらす内）、本渡地区のコミュニティセンターへも持
ち込むことができます。

五和支所【☎0969-32-１１１１】へお尋ねください。
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地　区　名 月曜日 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

二　江　
手　野
城河原

第３（水） 17 15 19 17 21 18 16 20 18 15 19 19

御　領
鬼　池 第４（水） 24 22 26 24 28 25 23 27 25 22 26 26

■西地区…●５月３日（金）→５月２日（木）　    ●12月31日（火）→12月30日（月）　●１月３日（金）→１月４日（土）　　●２月11日（火）→２月10日（月）
■東地区…●４月29日（月）→４月30日（火）　   ●５月６日（月）→５月７日（火）  　　●７月15日（月）→７月16日（火）　●８月12日（月）→８月13日（火）　●９月16日（月）→９月17日（火）　●９月23日（月）→９月24日（火）
　　　　　●10月14日（月）→10月15日（火）　●11月４日（月）→11月５日（火）  　●１月２日（木）→１月４日（土）　　●１月13日（月）→１月14日（火）　●２月24日（月）→２月25日（火）　●３月20日（木）→３月21日（金）

◎燃やせるごみの
　代替日

燃やせるごみ燃やせるごみ
Collection Days 
of Burnable Refuse

西
地
区

二　江
手　野
城河原

毎週

火・金
東
地
区

御　領
鬼　池

毎週

月・木

○は代替日です

資源物の収集日資源物の収集日 燃やせないごみ（大型・小型ごみ）の収集日燃やせないごみ（大型・小型ごみ）の収集日Collection Days of Recyclables Collection Days of 
Non-Burnable Refuse

ごみ減らす
分ければ資源
使えば無限


